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◆問い合わせ先　住民生活課  ☎３４１－８５１２

ごみ集積所のルールを守り、きれいに使用しましょう

　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小
型自動車を所有している方に課税されます。
　廃棄や譲渡、盗難により所有しなくなった車両がある場合には、必ず廃車や名義変更などの手続きをして
ください。
　４月２日以降に廃車手続きを行った場合には、月割り計算などによるその年度の税金の還付はなく、１年
分の税金がかかります。
　なお、３月は窓口の混雑が予想されますので、早めの手続をお願いします。

【廃車等手続きの窓口】
●原動機付自転車（１２５ｃｃ以下）・小型特殊自動車（農耕作業用ほか）
　税務課　☎３４１－８５１３
●軽自動車
　軽自動車検査協会宮城主管事務所（仙台市宮城野区中野４－１－３８）　☎０５０－３８１６－１８３０
●軽二輪（１２５ｃｃ超～２５０ｃｃ以下）・二輪小型自動車（２５０ｃｃ超）
　東北運輸局宮城運輸支局（仙台市宮城野区扇町３－３－１５）　☎２３５－２５１７

　年々ごみの量が増えています。ごみはきちんと分別すれば資源として生まれ変わることができます。空
きビン、空き缶、ペットボトル、容器包装等の資源ごみをきちんと分別排出することは、資源循環型社会
形成の第一歩です。ごみの減量・再資源化を常に心掛け、1 人 1 日当たりのごみの排出量が増えること
がないように、ご理解・ご協力をお願いします。

ごみの減量　始めましょう
Reduce（発生抑制）Reuse（再使用）Recycle（再生利用）
リデュース リユース リサイクル

ごみは収集日当日の午前８時までに決められた集積所へ出してください。
収集日の前日などに出すと、カラスや猫がごみを荒らし集積所が汚れてしまいます。

軽自動車などの廃車手続きはお済みですか軽自動車などの廃車手続きはお済みですか軽自動車などの廃車手続きはお済みですか

　住民基本台帳ネットワークシステムの更新作業のため、次のとおり業務を停止します。
◆停　止　日　時　２月３日（水）午前９時～終日
◆停止する業務　・住民票の写しの広域交付
　　　　　　　　・住基カード及びマイナンバーカードを利用した転出・転入届
　　　　　　　　・マイナンバーカード（個人番号カード）の交付等業務
　　　　　　　　・公的個人認証（電子証明）の発行・更新等業務
　　　　　　　　※戸籍や住民票謄抄本等は通常どおり交付できます。
◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

住基ネット停止のお知らせ

※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生
　労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表予定です。

2021 年３月（予定）からマイナンバーカードが
健康保険証として利用できるようになります！

有害ごみの処分
　乾電池、スプレー缶、ライター、蛍光灯など
は有害ごみです。ごみ集積所には半透明の袋な
どに入れ、「有害ごみ」と書いて、燃えないごみ・
資源ごみの回収日に出してください。
　一部のものについては、次の点に注意して出
してください。
●スプレー缶
　ガスを使い切ってから穴をあけずに
出してください。
●蛍光灯
　買った時のケースに入れるか、新聞紙などに
包んで出してください。

パソコンの処分
　家庭で使用していたパソコンは、PCリサイ
クルマークの有無で処分方法が違います。
●マークがある場合
　メーカーに問い合わせください。
　費用は掛かりません。
●マークがない場合
　メーカー受付窓口に回収を依頼してください。
　メーカーが存在しない場合は、パソコン３Ｒ
推進協会（03-5282-7685）、又は村で許可し
ている業者（一部取扱なし）に回収を依頼して
ください。

ごみの処分方法について


